
  

一 

令和 6 年 4 月 30 日 (火曜日) 千 葉 県 報 第１３９３５号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

地
方
自
治
法
に
基
づ
く
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

生
活
保
護
法
等
に
基
づ
く
指
定
施
術
者
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

千
葉
海
区
漁
場
計
画
の
変
更
の
内
容
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

監
査
委
員
告
示 

○ 

包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
の
補
助 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

 
 

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示 

○ 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

 
 

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
・
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
訓
令 

○ 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 

四 

 
 

公 
 

告 

○ 

令
和
六
年
度
登
録
販
売
者
試
験
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

○ 

ク
リ

ニ
ン
グ
師
の
研
修
及
び
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

○ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

三
件

 
 

 
 

 
 

五 

○ 

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

○ 

宅
地
建
物
取
引
業
法
に
基
づ
く
処
分

二
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号 

 

地
方
自
治
法

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号

第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り

寄
附
金

株
式
会
社
ト
ラ
ス
ト
バ
ン
ク
が
イ
ン
タ

ネ

ト
を
通
じ
て
提
供
す
る
役
務
を
利
用
し
て

納
付
さ
れ
る
も
の
に
限
る

の
納
付
事
務
の
委
託
を
受
け
る
指
定
納
付
受
託
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し

た

 

 
 

令
和
六
年
四
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

名

称 

住
所
又
は
事
務
所
の

所
在
地 

納
付
事
務
の
委
託
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
期
間 

指
定
を
し
た
日 

株
式
会
社
千
葉
銀
行 

千
葉
市
中
央
区
千
葉

港
一
番
二
号 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

ま
で 

令
和
六
年
四
月

一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

ち
ば
ぎ
ん
カ

ド
株

式
会
社 

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬

二
丁
目
六
番
地
一 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

ま
で 

令
和
六
年
四
月

一
日 

株
式
会
社
ト
ラ
ス
ト

バ
ン
ク 

東
京
都
品
川
区
上
大

崎
三
丁
目
一
番
一
号 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

ま
で 

令
和
六
年
四
月

一
日 

  

千
葉
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号 

 

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
五
条
第
一
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び

永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七

号

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含

む

の
規
定
に
よ
り

次
の
施
術
者
を
指
定
施
術
者
に
指
定
し
た

 

 
 

令
和
六
年
四
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

氏

名 

施

術

所 

指

定

年

月

日 

名

称 

所

在

地 

高
嶋
紀
彰 

き
ぼ
う
整
骨
院 

東
京
都
荒
川
区
東
日
暮
里
三
の

四
一
の
六 

令
和
五
年
二
月
二
十
四

日 

竹
淵
大
二
郎 

訪
問
マ

サ

ジ
Ｋ

Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
船
橋
ス

テ

シ

ン 

船
橋
市
上
山
町
一
の
一
三
六
の

一
六 

令
和
五
年
三
月
一
日 

川
田
章
仁 

治
療
室
川
田 

我
孫
子
市
中
峠
台
一
一
の
六 

〃 
  

千
葉
県
告
示
第
三
百
号 

 

漁
業
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号

第
六
十
四
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

六
項
の
規
定
に
よ
り

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
二
号
で
告
示
し
た
千
葉
海
区
漁
場
計
画
の
一
部
を

変
更
し
た
の
で

千
葉
海
区
漁
場
計
画
の
変
更
の
内
容
及
び
漁
業
法
施
行
規
則

令
和
二
年
農
林
水
産
省

令
第
四
十
七
号

第
二
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
漁
業
の
免
許
予
定
日
及
び
そ
の
申
請
期
間
を

別
冊
の
と
お
り
公
示
す
る

 

 
 

令
和
六
年
四
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

監

査

委

員

告

示 
 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

6

年

4 

月

30

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１３９３５号 令和 6 年 4 月 30 日 (火曜日) 

千
葉
県
監
査
委
員
告
示
第
二
号 

 
地
方
自
治
法

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号

第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り

外
部
監
査
人
松
本
達
之
は

監
査
の
事
務
を
次
の
と
お
り
補
助
さ
せ
る

 

 
 

令
和
六
年
四
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

小 

倉 
 

 
 

明 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

川 

口 
 

明 

浩 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

関 
 

 
 

政 

幸 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

岩 

井 
 

泰 

憲 
 

 

補
助
す
る
者
の
氏
名 
補

助

す

る

者

の

住

所 

補

助

で

き

る

期

間 

松
原
創 

東
京
都
墨
田
区
八
広
三
丁
目
四

番
一
四
号 

令
和
六
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

栁
原
翼 

東
京
都
江
戸
川
区
平
井
五
丁
目

二
八
番
八―

六
〇
一
号 

令
和
六
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

豊
田
泰
士 

徳
島
県
徳
島
市
幸
町
一
丁
目
三

七
番
地
幸
町
シ

ン
レ
ジ
デ
ン

ス
一
〇
〇
三 

令
和
六
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

金
福
実 

船
橋
市
山
手
二
丁
目
七
番
七
号 
令
和
六
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

田
炯
収 

東
京
都
荒
川
区
南
千
住
七
丁
目

二
〇
番
一―

五
〇
六
号 

令
和
六
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

田
村
奈
央
子 

東
京
都
品
川
区
北
品
川
五
丁
目

三
番
一―

七
一
八
号 

令
和
六
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

内

水

面

漁

場

管

理

委

員

会

指

示 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
一
号 

 

令
和
六
年
度
に
お
け
る
第
五
種
共
同
漁
業
権
魚
種
に
係
る
増
殖
方
法
及
び
増
殖
す
べ
き
量
等
に
つ
い

て

漁
業
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号

第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と

お
り
指
示
す
る

 

 
 

令
和
六
年
四
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長 

 

粕 

谷 
 

 
 

清 
 

 

指
示
対
象
者

漁

業

権

者

 

増

殖

区

域

漁
業
権
番

号

 

魚 
 

種 

増
殖
方
法 

放
流
量
等 

摘 
 

要 

養
老
川
漁
業 

内
共
第
一
号 

こ 

い 

産
卵
床
設
置 

三
平
方
メ

ト 

種
苗
放
流 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

協
同
組
合 

 
 

 

ル 

基
準

 

 
 

ふ 

な 

 

う
な
ぎ 

 

あ 

ゆ 

 

わ
か
さ
ぎ 

 

お
い
か
わ 

 

う
ぐ
い 

種
苗
放
流 

  
 

〃 

  
 

〃 

 

卵
放
流 

 

産
卵
床
造
成 

  
 

〃 

八
八
〇
キ
ロ
グ

ラ
ム 

七
〇
キ
ロ
グ
ラ

ム 八
〇

〇
〇
〇

尾 一

〇
〇
〇
万

粒 四

〇

〇

平

方

メ

ト
ル 

四

〇

〇

平

方

メ

ト
ル 

ふ
な 

全
長

三
セ
ン
チ

メ

ト
ル

以
上 

う
な
ぎ 

全

長
一
五
セ

ン
チ
メ

ト
ル
以
上 

あ
ゆ 

全
長

五
セ
ン
チ

メ

ト
ル

以
上 

に
じ
ま
す 

 

全
長
一
五

セ

ン

チ

メ

ト
ル

以
上 

産
卵
床
造

成
時
期

 

産
卵
時
期 

産
卵
床
設

置
時
期

 

産
卵
時
期 

小
櫃
川
漁
業

協
同
組
合 

内
共
第
二
号 

こ 

い 

 

ふ 

な 

 

う
な
ぎ 

 

あ 

ゆ 

 

わ
か
さ
ぎ 

 

に
じ
ま
す 

お
い
か
わ 

 

う
ぐ
い 

 

産
卵
床
設
置 

 

種
苗
放
流 

  
 

〃 

  
 

〃 

 

卵
放
流 

 

種
苗
放
流 

産
卵
床
造
成 

  
 

〃 

一
平
方
メ

ト

ル 一

〇
四
〇
キ

ロ
グ
ラ
ム 

一
〇
五
キ
ロ
グ

ラ
ム 

七
〇

〇
〇
〇

尾 一

〇
〇
〇
万

粒 九

〇
〇
〇
尾 

三

〇

〇

平

方

メ

ト
ル 

三

〇

〇

平

方

メ

ト
ル 

湊
川
漁
業
協

同
組
合 

内
共
第
三
号 

こ 

い 

 

ふ 

な 

 

あ 

ゆ 

 

お
い
か
わ 

産
卵
床
設
置 

 

種
苗
放
流 

  
 

〃 

 

産
卵
床
造
成 

一
平
方
メ

ト

ル 八
〇
キ
ロ
グ
ラ

ム 四
〇

〇
〇
〇

尾 三

〇

〇

平

方 

 

 
 

 
 

 
 



  

三 

令和 6 年 4 月 30 日 (火曜日) 千 葉 県 報 第１３９３５号 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

メ

ト
ル 

 

夷
隅
川
漁
業

協
同
組
合 

内
共
第
四
号 

こ 

い 

 

ふ 

な 

 

う
な
ぎ 

 

あ 

ゆ 

 

お
い
か
わ 

 
う
ぐ
い 

産
卵
床
設
置 

 

種
苗
放
流 

  
 

〃 

  
 

〃 

 

産
卵
床
造
成 

  
 

〃 

一
平
方
メ

ト

ル 三
九
〇
キ
ロ
グ

ラ
ム 

一
六
五
キ
ロ
グ

ラ
ム 

四
〇

〇
〇
〇

尾 五

〇

〇

平

方

メ

ト
ル 

五

〇

〇

平

方

メ

ト
ル 

 
南
白
亀
川
漁

業
協
同
組
合 

内
共
第
五
号 

こ 

い 

 

ふ 

な 

 

う
な
ぎ 

 

産
卵
床
設
置 

 
種
苗
放
流 

  
 

〃 

 
一
平
方
メ

ト

ル 四
〇
キ
ロ
グ
ラ

ム 三
五
キ
ロ
グ
ラ

ム 

 

栗
山
川
漁
業

協
同
組
合 

内
共
第
六
号 

こ 

い 

 

ふ 

な 

 

う
な
ぎ 

 

産
卵
床
設
置 

 

種
苗
放
流 

  
 

〃 

 

四
平
方
メ

ト

ル 二
二
〇
キ
ロ
グ

ラ
ム 

一
〇
五
キ
ロ
グ

ラ
ム 

 

手
賀
沼
漁
業

協
同
組
合 

内
共
第
七
号 

 

内
共
第
一
四

号 

ふ 

な 

 

こ 

い 

 

ふ 

な 

 

う
な
ぎ 

種
苗
放
流 

 

産
卵
床
設
置 

 

種
苗
放
流 

  
 

〃 

一
一
○
キ
ロ
グ

ラ
ム 

一
平
方
メ

ト

ル 二
五
〇
キ
ロ
グ

ラ
ム 

七
キ
ロ
グ
ラ
ム 

 

我
孫
子
手
賀

沼
漁
業
協
同

組
合 

内
共
第
七
号 

ふ 

な 

種
苗
放
流 

一
一
○
キ
ロ
グ

ラ
ム 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
旛
沼
漁
業 

内
共
第
八
号 

こ 

い 

産
卵
床
設
置 

八
平
方
メ

ト 
 

協
同
組
合 

         

内
共
第
一
四

号 

 

ふ 

な 

 

う
な
ぎ 

 

わ
か
さ
ぎ 

 

も
つ
ご 

 

こ 

い 

 

ふ 

な 

 

う
な
ぎ 

 

種
苗
放
流 

  
 

〃 

 

卵
放
流 

 

産
卵
床
設
置 

 

産
卵
床
設
置 

 

種
苗
放
流 

  
 

〃 

ル 一

九
五
〇
キ

ロ
グ
ラ
ム 

二
一
〇
キ
ロ
グ

ラ
ム 

二

〇
〇
〇
万

粒 一

八
○
○
平

方
メ

ト
ル 

一
平
方
メ

ト

ル 二
一
〇
キ
ロ
グ

ラ
ム 

七
キ
ロ
グ
ラ
ム 

 

佐
原
漁
業
協

同
組
合 

内
共
第
九
号 

     

内
共
第
一
〇

号 

こ 

い 

 

ふ 

な 

 

う
な
ぎ 

 

こ 

い 

 

ふ 

な 

 

う
な
ぎ 

産
卵
床
設
置 

 

種
苗
放
流 

  

〃 

 

産
卵
床
設
置 

 

種
苗
放
流 

  
 

〃 

四
平
方
メ

ト

ル 一
六
〇
キ
ロ
グ

ラ
ム 

三
五
キ
ロ
グ
ラ

ム 一
平
方
メ

ト

ル 二
八
〇
キ
ロ
グ

ラ
ム 

三
五
キ
ロ
グ
ラ

ム 

 

北
総
漁
業
協

同
組
合 

内
共
第
一
一

号 

こ 

い 

 

ふ 

な 

 

う
な
ぎ 

産
卵
床
設
置 

 

種
苗
放
流 

  
 

〃 

一
平
方
メ

ト

ル 三
〇
〇
キ
ロ
グ

ラ
ム 

一
四
キ
ロ
グ
ラ

ム 

 
笹
川
漁
業
協

同
組
合 

内
共
第
一
一

号 

こ 

い 

 

産
卵
床
設
置 

 

一
平
方
メ

ト

ル 
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ふ 

な 

 

う
な
ぎ 

種
苗
放
流 

  
 

〃 

四
七
〇
キ
ロ
グ

ラ
ム 

七
〇
キ
ロ
グ
ラ

ム 

中
利
根
漁
業

協
同
組
合 

内
共
第
一
一

号 

こ 

い 

 

ふ 

な 

 

う
な
ぎ 

産
卵
床
設
置 

 

種
苗
放
流 

  
 

〃 

一
平
方
メ

ト

ル 九
〇
キ
ロ
グ
ラ

ム 七
キ
ロ
グ
ラ
ム 

 

小
糸
川
漁
業

協
同
組
合 

内
共
第
一
三

号 

こ 

い 

 

ふ 
な 

 

お
い
か
わ 

 

う
ぐ
い 

産
卵
床
設
置 

 

種
苗
放
流 

 

産
卵
床
造
成 

  
 

〃 

一
平
方
メ

ト

ル 一
四
〇
キ
ロ
グ

ラ
ム 

二

〇

〇

平

方

メ

ト
ル 

二

〇

〇

平

方

メ

ト
ル 

 

松
戸
市
漁
業

協
同
組
合 

内
共
第
一
一

号

東
京
都

知
事
免
許

 

こ 

い 

 

ふ 

な 

 

う
な
ぎ 

産
卵
床
設
置 

 

種
苗
放
流 

 

〃 

一
平
方
メ

ト

ル 一
七
〇
キ
ロ
グ

ラ
ム 

三
〇
キ
ロ
グ
ラ

ム 

 

市
川
市
漁
業

協
同
組
合 

内
共
第
一
一

号

東
京
都

知
事
免
許

 

こ 

い 

 

ふ 

な 

 

う
な
ぎ 

産
卵
床
設
置 

 

種
苗
放
流 

 

〃 

一
平
方
メ

ト

ル 二
四
〇
キ
ロ
グ

ラ
ム 

三
〇
キ
ロ
グ
ラ

ム 

 

 

備
考 

 
 

一 

ふ
な
の
種
苗
放
流
に
つ
い
て
は

当
該
種
苗
の
放
流
量
一
・
九
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き

産
卵

床
一
平
方
メ

ト
ル
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
代
替
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

 

 
 

二 

う
ぐ
い
の
産
卵
床
造
成
に
つ
い
て
は

当
該
産
卵
床
の
面
積
一
〇
〇
平
方
メ

ト
ル
に
つ
き

う
ぐ
い
の
種
苗
一
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
放
流
す
る
こ
と
に
よ
り
代
替
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る

 

 

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
・
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
訓
令 

 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

 

 
 

令
和
六
年
四
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長 

 

粕 

谷 
 

 
 

清 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長 

 
 

 

石 

井 
 

春 

人 
 

 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会 

千

葉

海

区

漁

業

調

整

委

員

会 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局 

 
 

 
 

 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
行
政
文
書
規
程

平
成
二
年
千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
・
千

葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
訓
令
第
一
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
二
条
第
三
号
を
削
る

 

 

第
三
十
二
条
の
二
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
署
名
を
付
す
場
合
に
あ

て
は

事
務
局
長
又
は
事
務
局
長
が
指
名
す
る

者
は

当
該
電
子
署
名
を
付
す
電
子
文
書
の
確
認
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は

令
和
六
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

公

告 

 
 

 

令
和
六
年
度
登
録
販
売
者
試
験
の
実
施 

 

医
薬
品

医
療
機
器
等
の
品
質

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

昭
和
三
十
五
年
法

律
第
百
四
十
五
号

第
三
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

令
和
六
年
度
登
録
販
売
者
試
験
を
次
の

と
お
り
実
施
す
る

 

 
 

令
和
六
年
四
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

試
験
日
時 

 
 

令
和
六
年
九
月
八
日

日
曜
日

午
前
十
時
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で 

二 
試
験
場
所 

 
 

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
二
丁
目
一
番 

日
本
コ
ン
ベ
ン
シ

ン
セ
ン
タ

国
際
展
示
場

幕
張
メ

セ

 

 
 

な
お

受
験
申
込
み
の
状
況
等
に
よ
り

こ
の
試
験
場
所
以
外
の
千
葉
県
内
の
会
場
を
試
験
場
所
と

す
る
こ
と
が
あ
る

 

三 

受
験
願
書
の
提
出 

 

１ 

受
験
願
書
の
受
付
期
間
等 

 
 

 

受
験
願
書
の
提
出
方
法
は
郵
送
に
限
る
も
の
と
し

そ
の
受
付
期
間
は
令
和
六
年
五
月
二
十
日

訓
令
第
一
号 



  

五 
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月
曜
日

か
ら
六
月
七
日

金
曜
日

ま
で

同
日
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
有
効
と
す

る

と
す
る

 

 
２ 
受
験
願
書
の
提
出
先 

 
 

 
千
葉
県
医
薬
品
登
録
販
売
者
試
験
セ
ン
タ

 

郵
便
番
号
二
七
〇―

一
三
九
一 

日
本
郵
便
株
式

会
社
印
西
郵
便
局
私
書
箱
七
号 

四 

そ
の
他 

 
 

こ
の
試
験
に
関
し
不
明
な
点
は

千
葉
県
医
薬
品
登
録
販
売
者
試
験
セ
ン
タ

電
話
〇
四
七
六

三
三

三
一
三
七

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と

 

  
 

 

ク
リ

ニ
ン
グ
師
の
研
修
及
び
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
の
指
定 

 

ク
リ

ニ
ン
グ
業
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号

第
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
八
条
の
三
の

規
定
に
よ
り

ク
リ

ニ
ン
グ
師
の
研
修
及
び
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

 

 
 

令
和
六
年
四
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

出
席
し
て
受
講
す
る
研
修
及
び
講
習
の
開
催
期
日
及
び
開
催
場
所 

種 

別 

開 
 

催 
 

期 
 

日 

開 
 

 

催 
 

 

場 
 

 

所 

ク
リ

ニ
ン
グ

師
の
研
修 

令
和
六
年
七
月
二
十
四
日

水
曜
日

 

習
志
野
文
化
ホ

ル
モ
リ
シ
ア
ホ

ル 

習
志
野
市
谷
津
一
丁
目
一
六
番
一
号

 

 

令
和
六
年
八
月
二
十
八
日

水
曜
日

 

ア
ミ

ゼ
柏
プ
ラ
ザ 

柏
市
柏
六
丁
目
二
番
二
二
号

 

 

令
和
六
年
九
月
十
一
日

水

曜
日

 

東
金
文
化
会
館
会
議
室
二 

東
金
市
八
坂
台
一
丁
目
二

一
〇
七
番
地

三

 

 

令
和
六
年
十
月
二
十
三
日

水
曜
日

 

千
葉
県
長
生
合
同
庁
舎
四
階
大
会
議
室 

茂
原
市
茂
原
一

一
〇
二
番
地
一

 

 

令
和
六
年
十
一
月
六
日

水

曜
日

 

千
葉
県
君
津
健
康
福
祉
セ
ン
タ

三
階
大
会

議
室 木

更
津
市
新
田
三
丁
目
四
番
三
四
号

 

 

令
和
六
年
十
二
月
十
一
日

水
曜
日

 

千
葉
市
民
会
館
特
別
会
議
室
二 

千
葉
市
中
央
区
要
町
一
番
一
号

 

業
務
従
事
者
に

対
す
る
講
習 

令
和
六
年
七
月
二
十
五
日

木
曜
日

 

習
志
野
文
化
ホ

ル
モ
リ
シ
ア
ホ

ル 

習
志
野
市
谷
津
一
丁
目
一
六
番
一
号

 

 

令
和
六
年
八
月
二
十
九
日

木
曜
日

 

ア
ミ

ゼ
柏
プ
ラ
ザ 

柏
市
柏
六
丁
目
二
番
二
二
号

 

 

令
和
六
年
九
月
十
二
日

木 

東
金
文
化
会
館
会
議
室
二 

 
 

 

 
 

 

 

曜
日

 

東
金
市
八
坂
台
一
丁
目
二

一
〇
七
番
地

三

 

 

令
和
六
年
十
月
二
十
四
日

木
曜
日

 

千
葉
県
長
生
合
同
庁
舎
四
階
大
会
議
室 

茂
原
市
茂
原
一

一
〇
二
番
地
一

 

 

令
和
六
年
十
一
月
七
日

木

曜
日

 

千
葉
県
君
津
健
康
福
祉
セ
ン
タ

三
階
大
会

議
室 木

更
津
市
新
田
三
丁
目
四
番
三
四
号

 

 

令
和
六
年
十
二
月
十
二
日

木
曜
日

 

千
葉
市
民
会
館
特
別
会
議
室
二 

千
葉
市
中
央
区
要
町
一
番
一
号

 

二 

通
信
制
に
よ
り
受
講
す
る
研
修
及
び
講
習
の
申
込
受
付
期
間 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
一
日

金
曜
日

か
ら
十
二
月
二
十
七
日

金
曜
日

ま
で 

三 

受
講
料 

 
 

ク
リ

ニ
ン
グ
師
の
研
修 

五
千
円 

 
 

業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習 

四
千
五
百
円 

四 

主
催
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ

 

 
 

東
京
都
港
区
新
橋
六
丁
目
八
番
二
号 

五 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
四
月
三
十
日 

六 

そ
の
他 

 
 

こ
の
研
修
及
び
講
習
に
つ
い
て
の
詳
細
は

次
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と

 

 
 

名
称 

公
益
財
団
法
人
千
葉
県
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ

 

 
 

所
在
地 

千
葉
市
中
央
区
長
洲
一
丁
目
一
五
番
七
号 

 
 

電
話 

〇
四
三

三
〇
七

八
二
七
二 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 
そ
の
届
出
は

令
和
六
年
四
月
三
十
日
か
ら
八
月
三
十
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
六
年
四
月
三
十
日
か
ら
八
月
三
十
日
ま
で

千
葉
県

商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
六
年
四
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 
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柏
髙
島
屋
ス
テ

シ

ン
モ

ル 

 
 

 

柏
市
末
広
町
一
番
地
七
ほ
か 

 
２ 
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
東
武
鉄
道
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

都
筑
豊
ほ
か 

 
 

 

東
京
都
墨
田
区
押
上
一
丁
目
一
番
二
号
ほ
か 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

東
武
鉄
道
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

根
津
嘉
澄
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

東
武
鉄
道
株
式
会
社 
代
表
取
締
役 

都
筑
豊
ほ
か 

 

５ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
髙
島
屋 

代
表
取
締
役 

村
田
善
郎
ほ
か 

 
 

 

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
難
波
五
丁
目
一
番
五
号
ほ
か 

 

６ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
髙
島
屋 

代
表
取
締
役 

村
田
善
郎
ほ
か 

 
 

 

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
難
波
五
丁
目
一
番
五
号
ほ
か 

 

７ 

変
更
年
月
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
二
年
四
月
一
日

令
和
五
年
六
月
二
十
三
日
及
び
同
年
七
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
六
年
二
月
一
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
四
月
九
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
柏
市
経
済
産
業
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
は

令
和
六
年
四
月
三
十
日
か
ら
八
月
三
十
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
六
年
四
月
三
十
日
か
ら
八
月
三
十
日
ま
で

千
葉
県

商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
六
年
四
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

酒
々
井
プ
レ
ミ
ア
ム
・
ア
ウ
ト
レ

ト 

 
 

 

印
旛
郡
酒
々
井
町
飯
積
二
丁
目
四
番
地
一
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

三
菱
地
所
・
サ
イ
モ
ン
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

山
岸
正
紀 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
九
番
七
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
エ
ク
ス
プ
ロ

ラ

ズ
ト

キ

 

代
表
取
締
役 

尾
関
修
司
ほ
か 

 
 

 

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
港
島
中
町
六
丁
目
八
番
一
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
エ
ク
ス
プ
ロ

ラ

ズ
ト

キ

 

代
表
取
締
役 

尾
関
修
司
ほ
か 

 
 

 

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
港
島
中
町
六
丁
目
八
番
一
ほ
か 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
四
月
十
一
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
七
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
印
旛
郡
酒
々
井
町
経
済
環
境
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
は

令
和
六
年
四
月
三
十
日
か
ら
八
月
三
十
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
六
年
四
月
三
十
日
か
ら
八
月
三
十
日
ま
で

千
葉
県

商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
六
年
四
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 
１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 
柏
髙
島
屋
ス
テ

シ

ン
モ

ル 

 
 

 
柏
市
末
広
町
一
番
地
七
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

東
武
鉄
道
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

都
筑
豊
ほ
か 

 
 

 

東
京
都
墨
田
区
押
上
一
丁
目
一
番
二
号
ほ
か 

 

３ 

開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻
を
変
更
す
る
小
売
業
者
の
氏
名
又
は
名
称 

 
 

 

オ

ケ

株
式
会
社 

 

（一） 

 

（二） 
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４ 

変
更
前
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

な
し 

 
５ 
変
更
後
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 
開
店
時
刻
は
午
前
八
時
三
十
分

閉
店
時
刻
は
午
後
九
時
三
十
分 

 

６ 

変
更
前
の
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で 

 

７ 

変
更
後
の
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

午
前
八
時
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で 

 

８ 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯
の
変
更 

 

９ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
四
月
十
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
四
月
九
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
柏
市
経
済
産
業
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了 

 

野
田
市
の
一
部
を
受
益
地
域
と
す
る
県
営
東
葛
北
部
地
区
土
地
改
良
事
業

農
業
用
用
排
水
施
設

は

令
和
五
年
五
月
十
九
日
を
も

て
そ
の
工
事
を
完
了
し
た

 

 
 

令
和
六
年
四
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 
熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

宅
地
建
物
取
引
業
法
に
基
づ
く
処
分 

 

宅
地
建
物
取
引
業
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号

第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
処
分
し
た

 

 
 

令
和
六
年
四
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
六
条
第
一
項
第
三
号
該
当 

一 

名
称 

千
葉
市
宅
地
建
物
取
引
業
協
同
組
合 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

千
葉
市
中
央
区
東
千
葉
二
丁
目
八
番
十
三
号 

三 

代
表
者
の
氏
名 

山
中
操 

四 

免
許
番
号 

千
葉
県
知
事

一
二

第
五
五
五
〇
号 

五 

免
許
年
月
日 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
八
日 

六 

処
分
の
内
容 

令
和
六
年
三
月
十
九
日
付
け
で
免
許
取
消
し 

  
 

 

宅
地
建
物
取
引
業
法
に
基
づ
く
処
分 

 

宅
地
建
物
取
引
業
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号

第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
処
分
し
た

 

 
 

令
和
六
年
四
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
六
条
第
一
項
第
三
号
該
当 

一 

商
号 

株
式
会
社
美
治
商
事 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

千
葉
市
若
葉
区
都
賀
一
丁
目
十
九
番
十
三
号 

三 

代
表
者
の
氏
名 

安
井
功
人 

四 

免
許
番
号 

千
葉
県
知
事

一
四

第
四
一
四
八
号 

五 

免
許
年
月
日 

令
和
四
年
十
二
月
二
十
五
日 

六 

処
分
の
内
容 

令
和
六
年
三
月
十
九
日
付
け
で
免
許
取
消
し 
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購
読
料 

本
号

別
冊
を
含
む

 
 

一
部 

 
 

 
 

 

五
一
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三

二
二
三

二
六
五
八 

  


